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船
損
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等
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償
法
（
昭
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２
７
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律
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８
号
）
第
１
１
２
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
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審
査
し
た
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果
、
次
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入
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に
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い
て
同
法
第
１
１
２
条
第
１
項
の
規
定
に
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る
同
意
が
あ
っ
た
と

認
め
た
の
で
、
同
法
第
１
１
２
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の
２
第
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に
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福
井
県
告
示
第
７
５
号

　
漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
３
９
年
法
律
第
１
５
８
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
０
８
条
第
５
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
１
０
５
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
、
特
定
第
２
号
漁
業
者

の
同
意
が
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
法
第
１
０
８
条
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
１
０
５

条
の
２
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。
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和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

越
前
町
い
か
釣
り
加
入
区

　
１
　
発
起
人
の
住
所
お
よ
び
氏
名

　
　
　
　
丹
生
郡
越
前
町
宿
２
－
６

　
　
　
　
中
西
　
昭
雄

　
　
　
　
越
前
市
宮
谷
町
６
３
－
６
０
－
１

　
　
　
　
宮
地
　
勝
史

　
２
　
区
　
域

　
　
　
　
越
前
町
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
区
域

　
３
　
区
　
分

　
　
　
　
総
ト
ン
数
１
０
ト
ン
以
上
の
漁
船
に
よ
り
行
う
い
か
釣
り
漁
業
区
分

４
　
漁
業
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
３
９
年
農
林
省
令
第
３
５
号
）
第
４
８
条
の
２
に
お
い
て
準

　
用
す
る
同
規
則
第
４
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
年
月
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福
井
県
告
示
第
７
６
号

　
主
要
地
方
道
舞
鶴
野
原
港
高
浜
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
旧
道
の
引
継
ぎ
に
伴
い
、
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
公
示
す
る
。
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な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
小
浜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
６
年
２
月

２
０
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
６
月
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
７
７
号

　
建
築
基
準
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
１
号
）
第
４
２
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る
道
路
の
位
置

を
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
５
年
建
設
省
令
第
４
０
号
）
第
１
０
条
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
福
井
土
木
事
務
所
長
　
辻
村
　
直
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
　
申
請
者
の
住
所
お
よ
び
氏
名

　
　
吉
田
郡
永
平
寺
町
清
水
第
５
号
２
３
番
地
１

　
　
鈴
木
　
宏
紀

２
　
道
路
位
置
の
指
定
表
示

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
し
ま
む
ら
敦
賀
店

　
　
福
井
県
敦
賀
市
中
央
町
２
丁
目
１
４
０
１
番
地

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

代
表
取
締
役
　
鈴
木
　
誠

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
１
丁
目
６
０
２
番
１
号

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

　
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

代
表
取
締
役
　
鈴
木
　
誠

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
１
丁
目
６
０
２
番
１
号

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
令
和
６
年
１
１
月
１
８
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
１
，
１
７
０
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
４
９
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
４
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
２
３
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
４
３
㎥

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
　
開
店
時
刻
　
午
前
１
０
時

　
　
　
閉
店
時
刻
　
午
後
８
時

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
９
時
４
５
分
か
ら
午
後
８
時
１
５
分
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　
３
箇
所

１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
２
４
時
間

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
６
年
１
月
２
５
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
⑵
　
福
井
県
敦
賀
市
中
央
町
２
丁
目
１
番
１
号

　
　
　
敦
賀
市
産
業
経
済
部
商
工
貿
易
振
興
課

　
⑶
　
福
井
県
敦
賀
市
中
央
町
１
丁
目
７
番
４
２
号

　
　
　
敦
賀
合
同
庁
舎
内
福
井
県
会
計
局
会
計
課

　
　
　
二
州
会
計
室

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ゲ
ン
キ
ー
若
杉
店

　
　
福
井
県
福
井
市
若
杉
町
３
４
字
５
１
－
１

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
廃
止
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

　
　
ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

　
　
代
表
取
締
役
　
藤
永
　
賢
一

　
　
福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
下
久
米
田
３
８
字
３
３
番

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
２
，
５
９
１
㎡

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
０
㎡

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
１
，
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
５
日

６
　
変
更
す
る
理
由

　
　
店
舗
を
閉
店
し
た
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ゲ
ン
キ
ー
福
井
大
和
田
店

　
　
福
井
県
福
井
市
大
和
田
町
２
９
字
４
７

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
廃
止
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
藤
永
　
賢
一

福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
下
久
米
田
３
８
字
３
３
番

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
２
，
９
９
５
㎡

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
０
㎡

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
１
，
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
５
日

６
　
変
更
す
る
理
由

　
　
店
舗
を
閉
店
し
た
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
農
地
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
２
９
号
）
第
４
１
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法

第
３
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
農
地
に
つ
い
て
利
用
権
を
設
定
す
る
裁
定
を
し
た
の
で
同
法
第

４
１
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
農
地
の
所
在
等

　
　
別
紙
１
の
と
お
り

２
　
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
内
容
等

　
　
別
紙
２
の
と
お
り

３
　
農
地
を
利
用
す
る
権
利
が
設
定
さ
れ
た
農
地
中
間
管
理
機
構
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
お
よ
び
主
た

　
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
福
井
市
松
本
３
丁
目
１
６
－
１
０

　
　
福
井
県
農
地
中
間
管
理
機
構

　
　
公
益
社
団
法
人
ふ
く
い
農
林
水
産
支
援
セ
ン
タ
ー
　
理
事
長
　
山
本
　
明
志

４
　
農
地
の
所
有
者
等
の
情
報

　
　
布
川
　
茂
次

５
　
補
償
金
の
支
払
の
方
法

　
　
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
ま
で
に
福
井
地
方
法
務
局
本
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
。

６
　
補
償
金
の
還
付
に
つ
い
て

　
　
農
地
の
所
有
者
等
は
福
井
地
方
法
務
局
本
局
に
お
い
て
、
補
償
金
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

　
。
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福
井
県
告
示
第
７
４
号

　
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
８
号
）
第
１
１
２
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

を
審
査
し
た
結
果
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
同
法
第
１
１
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
が
あ
っ
た
と

認
め
た
の
で
、
同
法
第
１
１
２
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
河
野
村
加
入
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
７
５
号

　
漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
３
９
年
法
律
第
１
５
８
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
１
０
８
条
第
５
項

に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
１
０
５
条
の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
、
特
定
第
２
号
漁
業
者

の
同
意
が
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
法
第
１
０
８
条
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
１
０
５

条
の
２
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

越
前
町
い
か
釣
り
加
入
区

　
１
　
発
起
人
の
住
所
お
よ
び
氏
名

　
　
　
　
丹
生
郡
越
前
町
宿
２
－
６

　
　
　
　
中
西
　
昭
雄

　
　
　
　
越
前
市
宮
谷
町
６
３
－
６
０
－
１

　
　
　
　
宮
地
　
勝
史

　
２
　
区
　
域

　
　
　
　
越
前
町
漁
業
協
同
組
合
の
地
区
の
区
域

　
３
　
区
　
分

　
　
　
　
総
ト
ン
数
１
０
ト
ン
以
上
の
漁
船
に
よ
り
行
う
い
か
釣
り
漁
業
区
分

４
　
漁
業
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
３
９
年
農
林
省
令
第
３
５
号
）
第
４
８
条
の
２
に
お
い
て
準

　
用
す
る
同
規
則
第
４
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
年
月
日

　
　
　
　
令
和
６
年
１
月
１
５
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
７
６
号

　
主
要
地
方
道
舞
鶴
野
原
港
高
浜
線
の
下
記
区
間
に
お
い
て
、
旧
道
の
引
継
ぎ
に
伴
い
、
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
、
道
路
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
１
８
０
号
）
第
１
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
公
示
す
る
。

公
　
　
　
　
　
告

　
な
お
、
こ
れ
を
表
示
し
た
図
面
は
、
福
井
県
庁
お
よ
び
小
浜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
、
令
和
６
年
２
月

２
０
日
か
ら
２
０
日
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　
令
和
６
月
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
井
県
告
示
第
７
７
号

　
建
築
基
準
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
２
０
１
号
）
第
４
２
条
第
１
項
第
５
号
に
規
定
す
る
道
路
の
位
置

を
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
２
５
年
建
設
省
令
第
４
０
号
）
第
１
０
条
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
福
井
土
木
事
務
所
長
　
辻
村
　
直
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
　
申
請
者
の
住
所
お
よ
び
氏
名

　
　
吉
田
郡
永
平
寺
町
清
水
第
５
号
２
３
番
地
１

　
　
鈴
木
　
宏
紀

２
　
道
路
位
置
の
指
定
表
示

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

道路種類

路線名

新旧別
区
　
間

幅
員

（
単
位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

延
長

（
単
位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

旧

舞鶴野原港高浜線

主要地方道

大
飯
郡
高
浜
町
神
野
９
字

辻
堂
上
１
５
番
２
か
ら

大
飯
郡
高
浜
町
難
波
江
５

字
風
呂
屋
２
番
１
ま
で

7.2～39.9
1,850.3

道
路
の
指
定
を
受
け
た
位
置

幅
　
員

（
単
位
:ﾒｰﾄﾙ）

６
．２
０
～

６
．６
４

３
２
．１
５

延
　
長

（
単
位
:ﾒｰﾄﾙ）

吉
田
郡
永
平
寺
町
清
水
５
字

村
前
４
番
の
一
部
、５
番
１

の
一
部
、５
番
２
お
よ
び
５

番
３
の
一
部

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
し
ま
む
ら
敦
賀
店

　
　
福
井
県
敦
賀
市
中
央
町
２
丁
目
１
４
０
１
番
地

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

代
表
取
締
役
　
鈴
木
　
誠

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
１
丁
目
６
０
２
番
１
号

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

　
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

代
表
取
締
役
　
鈴
木
　
誠

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
１
丁
目
６
０
２
番
１
号

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
令
和
６
年
１
１
月
１
８
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
１
，
１
７
０
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
４
９
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
４
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
２
３
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
４
３
㎥

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
　
開
店
時
刻
　
午
前
１
０
時

　
　
　
閉
店
時
刻
　
午
後
８
時

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
９
時
４
５
分
か
ら
午
後
８
時
１
５
分
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　
３
箇
所

１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
２
４
時
間

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
６
年
１
月
２
５
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
⑵
　
福
井
県
敦
賀
市
中
央
町
２
丁
目
１
番
１
号

　
　
　
敦
賀
市
産
業
経
済
部
商
工
貿
易
振
興
課

　
⑶
　
福
井
県
敦
賀
市
中
央
町
１
丁
目
７
番
４
２
号

　
　
　
敦
賀
合
同
庁
舎
内
福
井
県
会
計
局
会
計
課

　
　
　
二
州
会
計
室

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ゲ
ン
キ
ー
若
杉
店

　
　
福
井
県
福
井
市
若
杉
町
３
４
字
５
１
－
１

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
廃
止
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

　
　
ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

　
　
代
表
取
締
役
　
藤
永
　
賢
一

　
　
福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
下
久
米
田
３
８
字
３
３
番

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
２
，
５
９
１
㎡

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
０
㎡

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
１
，
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
５
日

６
　
変
更
す
る
理
由

　
　
店
舗
を
閉
店
し
た
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ゲ
ン
キ
ー
福
井
大
和
田
店

　
　
福
井
県
福
井
市
大
和
田
町
２
９
字
４
７

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
廃
止
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
藤
永
　
賢
一

福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
下
久
米
田
３
８
字
３
３
番

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
２
，
９
９
５
㎡

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
０
㎡

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
１
，
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
５
日

６
　
変
更
す
る
理
由

　
　
店
舗
を
閉
店
し
た
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
農
地
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
２
９
号
）
第
４
１
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法

第
３
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
農
地
に
つ
い
て
利
用
権
を
設
定
す
る
裁
定
を
し
た
の
で
同
法
第

４
１
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
農
地
の
所
在
等

　
　
別
紙
１
の
と
お
り

２
　
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
内
容
等

　
　
別
紙
２
の
と
お
り

３
　
農
地
を
利
用
す
る
権
利
が
設
定
さ
れ
た
農
地
中
間
管
理
機
構
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
お
よ
び
主
た

　
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
福
井
市
松
本
３
丁
目
１
６
－
１
０

　
　
福
井
県
農
地
中
間
管
理
機
構

　
　
公
益
社
団
法
人
ふ
く
い
農
林
水
産
支
援
セ
ン
タ
ー
　
理
事
長
　
山
本
　
明
志

４
　
農
地
の
所
有
者
等
の
情
報

　
　
布
川
　
茂
次

５
　
補
償
金
の
支
払
の
方
法

　
　
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
ま
で
に
福
井
地
方
法
務
局
本
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
。

６
　
補
償
金
の
還
付
に
つ
い
て

　
　
農
地
の
所
有
者
等
は
福
井
地
方
法
務
局
本
局
に
お
い
て
、
補
償
金
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

　
。
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
し
ま
む
ら
敦
賀
店

　
　
福
井
県
敦
賀
市
中
央
町
２
丁
目
１
４
０
１
番
地

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

代
表
取
締
役
　
鈴
木
　
誠

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
１
丁
目
６
０
２
番
１
号

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

　
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

代
表
取
締
役
　
鈴
木
　
誠

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
１
丁
目
６
０
２
番
１
号

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
令
和
６
年
１
１
月
１
８
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
１
，
１
７
０
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
４
９
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
４
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
２
３
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
４
３
㎥

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
　
開
店
時
刻
　
午
前
１
０
時

　
　
　
閉
店
時
刻
　
午
後
８
時

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
９
時
４
５
分
か
ら
午
後
８
時
１
５
分
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　
３
箇
所

１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
２
４
時
間

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
６
年
１
月
２
５
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
⑵
　
福
井
県
敦
賀
市
中
央
町
２
丁
目
１
番
１
号

　
　
　
敦
賀
市
産
業
経
済
部
商
工
貿
易
振
興
課

　
⑶
　
福
井
県
敦
賀
市
中
央
町
１
丁
目
７
番
４
２
号

　
　
　
敦
賀
合
同
庁
舎
内
福
井
県
会
計
局
会
計
課

　
　
　
二
州
会
計
室

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ゲ
ン
キ
ー
若
杉
店

　
　
福
井
県
福
井
市
若
杉
町
３
４
字
５
１
－
１

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
廃
止
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

　
　
ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

　
　
代
表
取
締
役
　
藤
永
　
賢
一

　
　
福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
下
久
米
田
３
８
字
３
３
番

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
２
，
５
９
１
㎡

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
０
㎡

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
１
，
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
５
日

６
　
変
更
す
る
理
由

　
　
店
舗
を
閉
店
し
た
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ゲ
ン
キ
ー
福
井
大
和
田
店

　
　
福
井
県
福
井
市
大
和
田
町
２
９
字
４
７

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
廃
止
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
藤
永
　
賢
一

福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
下
久
米
田
３
８
字
３
３
番

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
２
，
９
９
５
㎡

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
０
㎡

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
１
，
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
５
日

６
　
変
更
す
る
理
由

　
　
店
舗
を
閉
店
し
た
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
農
地
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
２
９
号
）
第
４
１
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法

第
３
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
農
地
に
つ
い
て
利
用
権
を
設
定
す
る
裁
定
を
し
た
の
で
同
法
第

４
１
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
農
地
の
所
在
等

　
　
別
紙
１
の
と
お
り

２
　
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
内
容
等

　
　
別
紙
２
の
と
お
り

３
　
農
地
を
利
用
す
る
権
利
が
設
定
さ
れ
た
農
地
中
間
管
理
機
構
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
お
よ
び
主
た

　
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
福
井
市
松
本
３
丁
目
１
６
－
１
０

　
　
福
井
県
農
地
中
間
管
理
機
構

　
　
公
益
社
団
法
人
ふ
く
い
農
林
水
産
支
援
セ
ン
タ
ー
　
理
事
長
　
山
本
　
明
志

４
　
農
地
の
所
有
者
等
の
情
報

　
　
布
川
　
茂
次

５
　
補
償
金
の
支
払
の
方
法

　
　
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
ま
で
に
福
井
地
方
法
務
局
本
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
。

６
　
補
償
金
の
還
付
に
つ
い
て

　
　
農
地
の
所
有
者
等
は
福
井
地
方
法
務
局
本
局
に
お
い
て
、
補
償
金
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

　
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
大
井
伊
右
ヱ
門
、
大
久
保
庄
右
ヱ
門
、
大
久
保
正
猶
、
大
久
保
猶
吉
、
岡
田
作
蔵
、
岡
田
作
兵
ヱ
、

岡
本
喜
市
、
岡
本
喜
作
、
加
藤
市
郎
兵
衛
、
小
林
秀
一
、
小
山
権
七
、
小
山
崎
蔵
、
榊
原
源
蔵
、
真
田

定
吉
、
谷
口
岩
松
、
坪
内
正
、
寺
坂
伝
右
ヱ
門
、
寺
松
源
松
、
土
井
六
左
ヱ
門
、
新
田
弥
四
郎
、
橋
爪

喜
太
郎
、
橋
本
善
七
、
橋
本
伝
、
福
田
茂
三
、
藤
島
太
蔵
、
藤
島
又
次
郎
、
前
田
茂
三
、
松
田
与
右
ヱ

門
、
松
田
清
兵
ヱ
、
道
久
啓
蔵
、
宮
腰
惣
七
、
宮
腰
弥
蔵
、
山
口
小
右
ヱ
門
、
山
腰
源
三
郎
、
山
田
永

蔵
、
山
本
重
太
郎
、
山
本
和
吉
、
横
田
嘉
吉
、
横
田
紋
助
、
吉
田
三
太
郎

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１

２
月
１
９
日
福
井
県
告
示
第
４
６
５
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
六
条
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
１
月
１
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
２
９
－
３
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
川
堰
堤
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
１
月
２
４
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
２
９
－
３
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
松
ヶ
鼻
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
１
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
杉
本
　
寛
重
　
越
前
市
小
野
谷
町
52-55

　
〃
　
　
牧
田
　
峰
雄
　
越
前
市
真
柄
町
15-16

　
〃
　
　
塚
﨑
　
信
行
　
越
前
市
高
木
町
42-6

　
〃
　
　
西
山
　
恒
雄
　
越
前
市
畑
町
12-11-2

　
〃
　
　
佐
野
　
憲
一
　
越
前
市
矢
放
町
15-16

　
〃
　
　
河
端
　
教
志
　
越
前
市
庄
田
町
14-14

　
〃
　
　
服
部
　
常
雄
　
越
前
市
向
新
保
町
35-16

　
〃
　
　
高
藤
　
　
巧
　
越
前
市
庄
町
35-7

　
〃
　
　
小
形
矢
佐
次
　
越
前
市
塚
町
2-34

　
〃
　
　
辻
川
　
吉
弘
　
越
前
市
北
町
44-1

　
〃
　
　
北
野
　
　
正
　
越
前
市
長
尾
町
63-6

　
〃
　
　
中
村
　
信
行
　
越
前
市
大
屋
町
26-9

監
　
事
　
加
藤
　
昭
彦
　
越
前
市
北
町
40-17

　
〃
　
　
岸
本
　
征
男
　
越
前
市
岩
内
町
16-15-3

　
〃
　
　
平
野
　
由
治
　
越
前
市
横
市
町
23-43

　
〃
　
　
平
山
　
勝
康
　
越
前
市
蓬
莱
町
8-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
松
ヶ
鼻
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
２
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
杉
本
　
寛
重
　
越
前
市
小
野
谷
町
52-55

　
〃
　
　
服
部
　
常
雄
　
越
前
市
向
新
保
町
35-16

　
〃
　
　
小
柳
　
　
茂
　
越
前
市
北
町
42-34

　
〃
　
　
井
上
　
孝
次
　
越
前
市
塚
町
4-4-1

　
〃
　
　
西
山
　
恒
雄
　
越
前
市
畑
町
12-11-2

　
〃
　
　
仲
道
　
八
郎
　
越
前
市
矢
放
町
1-11-1

　
〃
　
　
大
塚
　
敏
郎
　
越
前
市
平
林
町
20-49

　
〃
　
　
牧
田
　
善
浩
　
越
前
市
岩
内
町
17-1

　
〃
　
　
平
野
　
由
治
　
越
前
市
横
市
町
23-43

　
〃
　
　
塚
﨑
　
信
行
　
越
前
市
高
木
町
42-6

　
〃
　
　
宮
本
　
　
勉
　
越
前
市
杉
崎
町
11-49

　
〃
　
　
夏
梅
　
　
茂
　
越
前
市
中
新
庄
町
58-20

　
〃
　
　
真
田
権
右
衞
門
　
鯖
江
市
下
新
庄
町
53-78

監
　
事
　
川
崎
　
悟
司
　
越
前
市
矢
船
町
4-1

　
〃
　
　
川
崎
　
好
昭
　
越
前
市
庄
町
21-50

　
〃
　
　
片
岡
　
耕
治
　
越
前
市
北
町
31-25

　
〃
　
　
平
山
　
勝
康
　
越
前
市
蓬
莱
町
8-24
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大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
な
お
、
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら
４
月
以
内

に
、
福
井
県
に
対
し
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
し
ま
む
ら
敦
賀
店

　
　
福
井
県
敦
賀
市
中
央
町
２
丁
目
１
４
０
１
番
地

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

代
表
取
締
役
　
鈴
木
　
誠

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
１
丁
目
６
０
２
番
１
号

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に

　
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

代
表
取
締
役
　
鈴
木
　
誠

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
北
袋
町
１
丁
目
６
０
２
番
１
号

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

　
　
令
和
６
年
１
１
月
１
８
日

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
１
，
１
７
０
㎡

６
　
駐
車
場
の
収
容
台
数
　
４
９
台

７
　
駐
輪
場
の
収
容
台
数
　
４
台

８
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
　
２
３
㎡

９
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
　
４
３
㎥

１
０
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
お
よ
び
閉
店
時
刻

　
　
　
開
店
時
刻
　
午
前
１
０
時

　
　
　
閉
店
時
刻
　
午
後
８
時

１
１
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
９
時
４
５
分
か
ら
午
後
８
時
１
５
分
ま
で

１
２
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

　
　
　
３
箇
所

１
３
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
２
４
時
間

１
４
　
届
出
の
あ
っ
た
日

　
　
　
令
和
６
年
１
月
２
５
日

１
５
　
届
出
の
縦
覧
場
所

　
⑴
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
⑵
　
福
井
県
敦
賀
市
中
央
町
２
丁
目
１
番
１
号

　
　
　
敦
賀
市
産
業
経
済
部
商
工
貿
易
振
興
課

　
⑶
　
福
井
県
敦
賀
市
中
央
町
１
丁
目
７
番
４
２
号

　
　
　
敦
賀
合
同
庁
舎
内
福
井
県
会
計
局
会
計
課

　
　
　
二
州
会
計
室

１
６
　
届
出
の
縦
覧
期
間
お
よ
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
⑴
　
縦
覧
期
間

　
　
　
公
告
の
日
か
ら
４
月
間

　
⑵
　
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

　
　
　
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
１
５
分
ま
で

１
７
　
意
見
書
の
提
出
先

　
　
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
１
７
番
１
号

　
　
　
福
井
県
産
業
労
働
部
商
業
・
市
場
開
拓
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ゲ
ン
キ
ー
若
杉
店

　
　
福
井
県
福
井
市
若
杉
町
３
４
字
５
１
－
１

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
廃
止
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

　
　
ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

　
　
代
表
取
締
役
　
藤
永
　
賢
一

　
　
福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
下
久
米
田
３
８
字
３
３
番

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
２
，
５
９
１
㎡

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
０
㎡

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
１
，
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
５
日

６
　
変
更
す
る
理
由

　
　
店
舗
を
閉
店
し
た
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第
９
１
号
）
第
６
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小

売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
お
よ
び
所
在
地

　
　
ゲ
ン
キ
ー
福
井
大
和
田
店

　
　
福
井
県
福
井
市
大
和
田
町
２
９
字
４
７

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
を
廃
止
す
る
者
の
氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
な
ら
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代

　
表
者
の
氏
名

ゲ
ン
キ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役
　
藤
永
　
賢
一

福
井
県
坂
井
市
丸
岡
町
下
久
米
田
３
８
字
３
３
番

３
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
前
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
２
，
９
９
５
㎡

４
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
廃
止
後
の
店
舗
面
積
の
合
計

　
　
０
㎡

５
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
１
，
０
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
日

　
　
令
和
５
年
７
月
１
５
日

６
　
変
更
す
る
理
由

　
　
店
舗
を
閉
店
し
た
た
め
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
農
地
法
（
昭
和
２
７
年
法
律
第
２
２
９
号
）
第
４
１
条
第
２
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法

第
３
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
農
地
に
つ
い
て
利
用
権
を
設
定
す
る
裁
定
を
し
た
の
で
同
法
第

４
１
条
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
農
地
の
所
在
等

　
　
別
紙
１
の
と
お
り

２
　
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
内
容
等

　
　
別
紙
２
の
と
お
り

３
　
農
地
を
利
用
す
る
権
利
が
設
定
さ
れ
た
農
地
中
間
管
理
機
構
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
お
よ
び
主
た

　
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　
福
井
市
松
本
３
丁
目
１
６
－
１
０

　
　
福
井
県
農
地
中
間
管
理
機
構

　
　
公
益
社
団
法
人
ふ
く
い
農
林
水
産
支
援
セ
ン
タ
ー
　
理
事
長
　
山
本
　
明
志

４
　
農
地
の
所
有
者
等
の
情
報

　
　
布
川
　
茂
次

５
　
補
償
金
の
支
払
の
方
法

　
　
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
始
期
ま
で
に
福
井
地
方
法
務
局
本
局
に
補
償
金
を
供
託
す
る
。

６
　
補
償
金
の
還
付
に
つ
い
て

　
　
農
地
の
所
有
者
等
は
福
井
地
方
法
務
局
本
局
に
お
い
て
、
補
償
金
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

　
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
大
井
伊
右
ヱ
門
、
大
久
保
庄
右
ヱ
門
、
大
久
保
正
猶
、
大
久
保
猶
吉
、
岡
田
作
蔵
、
岡
田
作
兵
ヱ
、

岡
本
喜
市
、
岡
本
喜
作
、
加
藤
市
郎
兵
衛
、
小
林
秀
一
、
小
山
権
七
、
小
山
崎
蔵
、
榊
原
源
蔵
、
真
田

定
吉
、
谷
口
岩
松
、
坪
内
正
、
寺
坂
伝
右
ヱ
門
、
寺
松
源
松
、
土
井
六
左
ヱ
門
、
新
田
弥
四
郎
、
橋
爪

喜
太
郎
、
橋
本
善
七
、
橋
本
伝
、
福
田
茂
三
、
藤
島
太
蔵
、
藤
島
又
次
郎
、
前
田
茂
三
、
松
田
与
右
ヱ

門
、
松
田
清
兵
ヱ
、
道
久
啓
蔵
、
宮
腰
惣
七
、
宮
腰
弥
蔵
、
山
口
小
右
ヱ
門
、
山
腰
源
三
郎
、
山
田
永

蔵
、
山
本
重
太
郎
、
山
本
和
吉
、
横
田
嘉
吉
、
横
田
紋
助
、
吉
田
三
太
郎

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

所
在
お
よ
び
地
番

別
紙
１

勝
山
市
荒
土
町
布
市
19字
56

勝
山
市
荒
土
町
布
市
24字
10

勝
山
市
荒
土
町
布
市
24字
11

勝
山
市
荒
土
町
布
市
31字
8

勝
山
市
荒
土
町
布
市
31字
9

田田田田田

1,097
97316
2,064
857

地
目

面
積（
㎡
）

内
容

別
紙
２

利
用
権

令
和
6年
3月
31日

10年
50,070

地
目

存
続
期
間

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額（
円
）

こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１

２
月
１
９
日
福
井
県
告
示
第
４
６
５
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
六
条
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
１
月
１
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
２
９
－
３
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
川
堰
堤
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
１
月
２
４
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
２
９
－
３
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
松
ヶ
鼻
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
１
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
杉
本
　
寛
重
　
越
前
市
小
野
谷
町
52-55

　
〃
　
　
牧
田
　
峰
雄
　
越
前
市
真
柄
町
15-16

　
〃
　
　
塚
﨑
　
信
行
　
越
前
市
高
木
町
42-6

　
〃
　
　
西
山
　
恒
雄
　
越
前
市
畑
町
12-11-2

　
〃
　
　
佐
野
　
憲
一
　
越
前
市
矢
放
町
15-16

　
〃
　
　
河
端
　
教
志
　
越
前
市
庄
田
町
14-14

　
〃
　
　
服
部
　
常
雄
　
越
前
市
向
新
保
町
35-16

　
〃
　
　
高
藤
　
　
巧
　
越
前
市
庄
町
35-7

　
〃
　
　
小
形
矢
佐
次
　
越
前
市
塚
町
2-34

　
〃
　
　
辻
川
　
吉
弘
　
越
前
市
北
町
44-1

　
〃
　
　
北
野
　
　
正
　
越
前
市
長
尾
町
63-6

　
〃
　
　
中
村
　
信
行
　
越
前
市
大
屋
町
26-9

監
　
事
　
加
藤
　
昭
彦
　
越
前
市
北
町
40-17

　
〃
　
　
岸
本
　
征
男
　
越
前
市
岩
内
町
16-15-3

　
〃
　
　
平
野
　
由
治
　
越
前
市
横
市
町
23-43

　
〃
　
　
平
山
　
勝
康
　
越
前
市
蓬
莱
町
8-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
松
ヶ
鼻
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
２
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
杉
本
　
寛
重
　
越
前
市
小
野
谷
町
52-55

　
〃
　
　
服
部
　
常
雄
　
越
前
市
向
新
保
町
35-16

　
〃
　
　
小
柳
　
　
茂
　
越
前
市
北
町
42-34

　
〃
　
　
井
上
　
孝
次
　
越
前
市
塚
町
4-4-1

　
〃
　
　
西
山
　
恒
雄
　
越
前
市
畑
町
12-11-2

　
〃
　
　
仲
道
　
八
郎
　
越
前
市
矢
放
町
1-11-1

　
〃
　
　
大
塚
　
敏
郎
　
越
前
市
平
林
町
20-49

　
〃
　
　
牧
田
　
善
浩
　
越
前
市
岩
内
町
17-1

　
〃
　
　
平
野
　
由
治
　
越
前
市
横
市
町
23-43

　
〃
　
　
塚
﨑
　
信
行
　
越
前
市
高
木
町
42-6

　
〃
　
　
宮
本
　
　
勉
　
越
前
市
杉
崎
町
11-49

　
〃
　
　
夏
梅
　
　
茂
　
越
前
市
中
新
庄
町
58-20

　
〃
　
　
真
田
権
右
衞
門
　
鯖
江
市
下
新
庄
町
53-78

監
　
事
　
川
崎
　
悟
司
　
越
前
市
矢
船
町
4-1

　
〃
　
　
川
崎
　
好
昭
　
越
前
市
庄
町
21-50

　
〃
　
　
片
岡
　
耕
治
　
越
前
市
北
町
31-25

　
〃
　
　
平
山
　
勝
康
　
越
前
市
蓬
莱
町
8-24
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森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
大
井
伊
右
ヱ
門
、
大
久
保
庄
右
ヱ
門
、
大
久
保
正
猶
、
大
久
保
猶
吉
、
岡
田
作
蔵
、
岡
田
作
兵
ヱ
、

岡
本
喜
市
、
岡
本
喜
作
、
加
藤
市
郎
兵
衛
、
小
林
秀
一
、
小
山
権
七
、
小
山
崎
蔵
、
榊
原
源
蔵
、
真
田

定
吉
、
谷
口
岩
松
、
坪
内
正
、
寺
坂
伝
右
ヱ
門
、
寺
松
源
松
、
土
井
六
左
ヱ
門
、
新
田
弥
四
郎
、
橋
爪

喜
太
郎
、
橋
本
善
七
、
橋
本
伝
、
福
田
茂
三
、
藤
島
太
蔵
、
藤
島
又
次
郎
、
前
田
茂
三
、
松
田
与
右
ヱ

門
、
松
田
清
兵
ヱ
、
道
久
啓
蔵
、
宮
腰
惣
七
、
宮
腰
弥
蔵
、
山
口
小
右
ヱ
門
、
山
腰
源
三
郎
、
山
田
永

蔵
、
山
本
重
太
郎
、
山
本
和
吉
、
横
田
嘉
吉
、
横
田
紋
助
、
吉
田
三
太
郎

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１

２
月
１
９
日
福
井
県
告
示
第
４
６
５
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
六
条
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
１
月
１
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
２
９
－
３
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
川
堰
堤
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
１
月
２
４
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
２
９
－
３
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
松
ヶ
鼻
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
１
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
杉
本
　
寛
重
　
越
前
市
小
野
谷
町
52-55

　
〃
　
　
牧
田
　
峰
雄
　
越
前
市
真
柄
町
15-16

　
〃
　
　
塚
﨑
　
信
行
　
越
前
市
高
木
町
42-6

　
〃
　
　
西
山
　
恒
雄
　
越
前
市
畑
町
12-11-2

　
〃
　
　
佐
野
　
憲
一
　
越
前
市
矢
放
町
15-16

　
〃
　
　
河
端
　
教
志
　
越
前
市
庄
田
町
14-14

　
〃
　
　
服
部
　
常
雄
　
越
前
市
向
新
保
町
35-16

　
〃
　
　
高
藤
　
　
巧
　
越
前
市
庄
町
35-7

　
〃
　
　
小
形
矢
佐
次
　
越
前
市
塚
町
2-34

　
〃
　
　
辻
川
　
吉
弘
　
越
前
市
北
町
44-1

　
〃
　
　
北
野
　
　
正
　
越
前
市
長
尾
町
63-6

　
〃
　
　
中
村
　
信
行
　
越
前
市
大
屋
町
26-9

監
　
事
　
加
藤
　
昭
彦
　
越
前
市
北
町
40-17

　
〃
　
　
岸
本
　
征
男
　
越
前
市
岩
内
町
16-15-3

　
〃
　
　
平
野
　
由
治
　
越
前
市
横
市
町
23-43

　
〃
　
　
平
山
　
勝
康
　
越
前
市
蓬
莱
町
8-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
松
ヶ
鼻
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
２
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
杉
本
　
寛
重
　
越
前
市
小
野
谷
町
52-55

　
〃
　
　
服
部
　
常
雄
　
越
前
市
向
新
保
町
35-16

　
〃
　
　
小
柳
　
　
茂
　
越
前
市
北
町
42-34

　
〃
　
　
井
上
　
孝
次
　
越
前
市
塚
町
4-4-1

　
〃
　
　
西
山
　
恒
雄
　
越
前
市
畑
町
12-11-2

　
〃
　
　
仲
道
　
八
郎
　
越
前
市
矢
放
町
1-11-1

　
〃
　
　
大
塚
　
敏
郎
　
越
前
市
平
林
町
20-49

　
〃
　
　
牧
田
　
善
浩
　
越
前
市
岩
内
町
17-1

　
〃
　
　
平
野
　
由
治
　
越
前
市
横
市
町
23-43

　
〃
　
　
塚
﨑
　
信
行
　
越
前
市
高
木
町
42-6

　
〃
　
　
宮
本
　
　
勉
　
越
前
市
杉
崎
町
11-49

　
〃
　
　
夏
梅
　
　
茂
　
越
前
市
中
新
庄
町
58-20

　
〃
　
　
真
田
権
右
衞
門
　
鯖
江
市
下
新
庄
町
53-78

監
　
事
　
川
崎
　
悟
司
　
越
前
市
矢
船
町
4-1

　
〃
　
　
川
崎
　
好
昭
　
越
前
市
庄
町
21-50

　
〃
　
　
片
岡
　
耕
治
　
越
前
市
北
町
31-25

　
〃
　
　
平
山
　
勝
康
　
越
前
市
蓬
莱
町
8-24
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令
和
六
年
二
月
二
十
日
発
　
行
　
発
行
人
　
〒
九
一
〇

－

八
五
八
〇
　
福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号
　
福
　
井
　
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法
律
第
２
４
９
号
）
第
３
３
条
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
３
０
条
の
規

定
に
よ
り
通
知
す
る
次
の
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
な
の
で
、
同
法
第
１
８
９
条
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

１
　
所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

　
大
井
伊
右
ヱ
門
、
大
久
保
庄
右
ヱ
門
、
大
久
保
正
猶
、
大
久
保
猶
吉
、
岡
田
作
蔵
、
岡
田
作
兵
ヱ
、

岡
本
喜
市
、
岡
本
喜
作
、
加
藤
市
郎
兵
衛
、
小
林
秀
一
、
小
山
権
七
、
小
山
崎
蔵
、
榊
原
源
蔵
、
真
田

定
吉
、
谷
口
岩
松
、
坪
内
正
、
寺
坂
伝
右
ヱ
門
、
寺
松
源
松
、
土
井
六
左
ヱ
門
、
新
田
弥
四
郎
、
橋
爪

喜
太
郎
、
橋
本
善
七
、
橋
本
伝
、
福
田
茂
三
、
藤
島
太
蔵
、
藤
島
又
次
郎
、
前
田
茂
三
、
松
田
与
右
ヱ

門
、
松
田
清
兵
ヱ
、
道
久
啓
蔵
、
宮
腰
惣
七
、
宮
腰
弥
蔵
、
山
口
小
右
ヱ
門
、
山
腰
源
三
郎
、
山
田
永

蔵
、
山
本
重
太
郎
、
山
本
和
吉
、
横
田
嘉
吉
、
横
田
紋
助
、
吉
田
三
太
郎

２
　
通
知
の
要
旨

⑴
　
農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た

こ
と
。

⑵
　
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
お
よ
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
１

２
月
１
９
日
福
井
県
告
示
第
４
６
５
号
に
よ
る
。

３
　
掲
示
場
所

　
　
福
井
県
庁
お
よ
び
大
野
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
六
条
用
水
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
１
月
１
９
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
２
９
－
３
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
足
羽
川
堰
堤
土
地
改
良
区
連
合
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第

１
７
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
１
月
２
４
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
｡

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
住
　
　
　
所
　

理
　
事
　
三
竹
　
孝
一
　
福
井
市
下
六
条
町
２
９
－
３
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
松
ヶ
鼻
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
１
月
３
１
日
に
役
員
を
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
杉
本
　
寛
重
　
越
前
市
小
野
谷
町
52-55

　
〃
　
　
牧
田
　
峰
雄
　
越
前
市
真
柄
町
15-16

　
〃
　
　
塚
﨑
　
信
行
　
越
前
市
高
木
町
42-6

　
〃
　
　
西
山
　
恒
雄
　
越
前
市
畑
町
12-11-2

　
〃
　
　
佐
野
　
憲
一
　
越
前
市
矢
放
町
15-16

　
〃
　
　
河
端
　
教
志
　
越
前
市
庄
田
町
14-14

　
〃
　
　
服
部
　
常
雄
　
越
前
市
向
新
保
町
35-16

　
〃
　
　
高
藤
　
　
巧
　
越
前
市
庄
町
35-7

　
〃
　
　
小
形
矢
佐
次
　
越
前
市
塚
町
2-34

　
〃
　
　
辻
川
　
吉
弘
　
越
前
市
北
町
44-1

　
〃
　
　
北
野
　
　
正
　
越
前
市
長
尾
町
63-6

　
〃
　
　
中
村
　
信
行
　
越
前
市
大
屋
町
26-9

監
　
事
　
加
藤
　
昭
彦
　
越
前
市
北
町
40-17

　
〃
　
　
岸
本
　
征
男
　
越
前
市
岩
内
町
16-15-3

　
〃
　
　
平
野
　
由
治
　
越
前
市
横
市
町
23-43

　
〃
　
　
平
山
　
勝
康
　
越
前
市
蓬
莱
町
8-24

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
松
ヶ
鼻
土
地
改
良
区
か
ら
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）
第
１
８
条
第
１
７
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
者
が
令
和
６
年
２
月
１
日
に
役
員
に
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

１
８
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
令
和
６
年
２
月
２
０
日

　
　
　
　
　
　
福
井
県
知
事
　
杉
本
　
達
治

役
員
名
　
氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
所

理
　
事
　
杉
本
　
寛
重
　
越
前
市
小
野
谷
町
52-55

　
〃
　
　
服
部
　
常
雄
　
越
前
市
向
新
保
町
35-16

　
〃
　
　
小
柳
　
　
茂
　
越
前
市
北
町
42-34

　
〃
　
　
井
上
　
孝
次
　
越
前
市
塚
町
4-4-1

　
〃
　
　
西
山
　
恒
雄
　
越
前
市
畑
町
12-11-2

　
〃
　
　
仲
道
　
八
郎
　
越
前
市
矢
放
町
1-11-1

　
〃
　
　
大
塚
　
敏
郎
　
越
前
市
平
林
町
20-49

　
〃
　
　
牧
田
　
善
浩
　
越
前
市
岩
内
町
17-1

　
〃
　
　
平
野
　
由
治
　
越
前
市
横
市
町
23-43

　
〃
　
　
塚
﨑
　
信
行
　
越
前
市
高
木
町
42-6

　
〃
　
　
宮
本
　
　
勉
　
越
前
市
杉
崎
町
11-49

　
〃
　
　
夏
梅
　
　
茂
　
越
前
市
中
新
庄
町
58-20

　
〃
　
　
真
田
権
右
衞
門
　
鯖
江
市
下
新
庄
町
53-78

監
　
事
　
川
崎
　
悟
司
　
越
前
市
矢
船
町
4-1

　
〃
　
　
川
崎
　
好
昭
　
越
前
市
庄
町
21-50

　
〃
　
　
片
岡
　
耕
治
　
越
前
市
北
町
31-25

　
〃
　
　
平
山
　
勝
康
　
越
前
市
蓬
莱
町
8-24
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